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「
三
鷹
市
保
育
の
実
施
に
関
す
る
取
扱
要
領
」
を

改
正
し
ま
し
た

働
き
方
の
多
様
化
に
対
応
し
、
正
確
な
審
査
を
行
い
市
民
満
足
度

の
向
上
を
図
る
た
め
「
三
鷹
市
保
育
の
実
施
に
関
す
る
取
扱
要
領
」

を
改
正
し
ま
し
た
。
主
な
改
正
点
は
A
多
胎
子
に
お
け
る
希
望
保
育

所
の
順
位
、
B
保
育
所
の
希
望
順
位
に
よ
る
選
考
点
数
減
算
の
廃
止
、

C
選
考
基
準
と
調
整
点
数
表
の
項
目
・
適
用
・
条
件
・
点
数
な
ど
で

す
。
10
月
１
日
∑
か
ら
施
行
し
ま
す
。

子
育
て
支
援
室
@
内
線
２
６
６
３

問� 一
世
帯
か
ら
２
人
以
上
の
お
子
さ
ん
が
保
育
園
に
通
う
場
合
、
２
人
目

以
降
の
お
子
さ
ん
の
保
育
料
を
軽
減
し
て
い
ま
す
が
、
４
月
か
ら
、
１
人

目
の
お
子
さ
ん
が
幼
稚
園
や
認
定
こ
ど
も
園
に
通
っ
て
い
る
場
合
で
も
、

２
人
目
以
降
の
お
子
さ
ん
の
保
育
園
保
育
料
を
減
額
し
て
い
ま
す
（
別
表
）。

届
け
出
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
、
幼
稚
園
な
ど
の
在
籍
証
明
書
を
子
育

て
支
援
室
（
市
役
所
４
階
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

子
育
て
支
援
室
@
内
線
２
６
６
２

問�

第
2
子
以
降
の
保
育
料
減
額
制
度
を

拡
充
し
ま
し
た

前
年
の
所
得
が
一
定
の
基
準
を
超
え
た
場
合
や
施
設
に
入
所
し
た
場
合
な

ど
は
、
心
身
障
が
い
者
福
祉
手
当
の
受
給
資
格
が
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、所
得
が
減
っ
て
基
準
内
と
な
っ
た
場
合
や
施
設
を
退
所
し
た
場
合
は
、

再
度
申
請
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

各
種
手
当
の
受
給
資
格
な
ど
を
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、
忘
れ
ず
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

地
域
福
祉
課
@
内
線
２
６
１
９

問�

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
老
人
保
健

法
医
療
受
給
者
証
（
○老
証
）
受
給
者

の
方
に
は
、
申
請
に
よ
り
「
老
人
医

療
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」（
以
下
、
減
額
認
定
証
）

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
減
額
認
定
証
を

医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
入
院
時
の
一
部
負
担
金
、
食
事

の
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
（
別
表
）。

◆
申
請
手
続
き

医
療
受
給
者
証
、
健
康
保
険
証

（
区
分
Ⅱ
に
該
当
す
る
方
で
過
去
１
年

間
に
入
院
日
数
が
90
日
を
超
え
る
場

合
は
入
院
日
数
を
確
認
で
き
る
領
収

証
な
ど
）
を
持
参
し
、
保
険
課
（
市

役
所
１
階
10
番
窓
口
）
へ
。

※
以
前
、
減
額
認
定
証
を
お
持
ち
だ

っ
た
方
も
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

同
課
@
内
線
２
３
８
４

問�

心
身
障
が
い
者
福
祉
手
当
の
受
給
資
格
の
確
認
と

申
請
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

第1子：幼稚園、第2子以降保育園の場合の負担割合

変更前 変更後

在園第1子 幼稚園保育料 幼稚園保育料

在園第2子 10割 5割

在園第3子 5割 1割

在園第4子以降 1割 1割

三
鷹
市
心
身
障
が
い
者
福
祉
手
当
（
一
般
障
が
い
手
当
）

の
所
得
制
限
が
変
わ
り
ま
す

国
の
税
制
改
正
に
よ
り
今
年
度
か
ら
住
民
税
の
税
率
な
ど
が
変
わ
り

ま
し
た
が
、
こ
の
影
響
を
最
小
限
と
す
る
た
め
、
心
身
障
が
い
者
福
祉

手
当
の
う
ち
一
般
障
が
い
手
当
の
所
得
制
限
額
（
市
民
税
所
得
割
額
）

を
改
正
し
、
こ
れ
ま
で
と
所
得
（
課
税
標
準
額
）
の
変
わ
ら
な
い
方
が

引
き
続
き
受
給
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

◆
改
正
内
容
（
適
用
は
８
月
１
日
か
ら
）

所
得
制
限
額
（
市
民
税
所
得
割
額
）
＝
13
万
５
千
円
に
引
き
上
げ

所
得
の
範
囲
＝
土
地
の
譲
渡
な
ど
の
一
時
所
得
に
対
す
る
分
離
課
税
分

を
含
め
る

福祉手当対象一覧

対象者手当の種類

特別障害者手当（国）

障害児福祉手当（国）

重度心身障害者手当（都）

特別障がい手当（都）

一般障がい手当（市）

特定疾患手当（市）

20歳以上で身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、

2度程度の障がいが二つ以上重複するか、これと

同等以上の障がいの方

20歳未満で身体障害者手帳1級と2級の一部、愛

の手帳1度と2度の一部の方

常時複雑な介護を要する最重度の心身障がい者

20以上の身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1～3

度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方

身体障害者手帳1～4級、愛の手帳1～4度の方

三鷹市が指定する特定疾患の方

一小スーパーリニューアル事業は、これまでの校舎の柱・梁（はり）、基礎などを生か
しながら、３年計画で改修・耐震工事を行うもので、地域のみなさんとの協働による
「市民検討会議」で出された意見、要望を採り入れながら進めてきました。
同校は地域交流やスポーツ、防災の拠点など多目的に活用できる安全で開かれた学校
として、来年２月の完成を目指しています。
施設課@内線3224問�

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
○老
証
受
給
者
の
方
に
老
人
医
療
の

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
交
付
し
ま
す

※1 外来での自己負担額は各医療機関などで限度額を超えても徴収されます。
※2 入院などでの自己負担額は各医療機関などの限度額までです。
※3 過去12カ月間に4回以上、入院の世帯ごとの限度額を超えて高額医療費の支給を受ける
場合の4回目以降の金額です。
※4 過去1年間に90日を超える入院などがある場合は申請により160円になります。
※5 生活療養標準負担額は区分Ⅱの場合1食あたり210円、区分Ⅰの場合は130円です。

所得による
区分

一定以上
所得者

一般

区分Ⅱ※5

区分Ⅰ※5

3割

1割
（3割）

1割

44,400円

12,000円

8,000円

80,100円＋［（かかった医療
費－267,000円）×1％］

（※3 44,400円）

44,400円

24,600円

15,000円

260円

210円
（※4 160円）
100円

負担
割合

自己負担限度額（各月ごと）
※1 外来
（個人ごと）

※2 外来＋入院等の世帯ごとの
限度額

（食事療養費）
（1食あたり）

標準負担額

公
共
施
設
の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
調
査
を

実
施
し
ま
す

一小スーパーリニューアル3期工事が始まります

市
で
は
、
平
成
16
年
11
月
に
策
定
し
た
「
三
鷹
市
公
共
施
設

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
基
本
方
針
」
に
基
づ
き
、
吹
き
付
け
材
か
ら

１
％
を
超
え
る
ア
ス
ベ
ス
ト
が
検
出
さ
れ
た
施
設
に
つ
い
て
除

去
工
事
を
進
め
、
７
月
に
該
当
施
設
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

一
方
、
昨
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
含
有
率
が
、

そ
れ
ま
で
の
「
１
％
を
超
え
る
も
の
」
か
ら
「
０
・
１
％
を
超
え

る
も
の
」
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、
市
で
は
同
方
針
を
改
定
し
、

市
内
約
１
０
０
施
設
、
３
０
０
カ
所
の
公
共
施
設
ア
ス
ベ
ス
ト

含
有
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
調
査
終
了
は
11
月
上
旬
の
予
定
で
、

ア
ス
ベ
ス
ト
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
除
去
を
前
提
に
計
画

的
に
対
応
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

環
境
対
策
課
@
内
線
２
５
２
３

問�

◆職種・応募資格（学歴不問） A建築技術＝昭和42年4月2日～51年4
月1日生まれで、試験日現在において民間企業等での実務経験が8年以上
ある一級建築士資格取得者。B土木技術＝昭和52年4月2日～63年4月1日
生まれの方。C保健師＝昭和47年4月2日以降生まれで、資格取得者また
は平成20年3月末までに資格取得見込みの方。D栄養士＝昭和56年4月2
日以降生まれで、資格取得者または平成20年3月末までに資格取得見込
みの方。E保育士＝昭和56年4月2日以降生まれで、資格取得者または平
成20年3月末までに資格取得見込みの方。
◆試験 1次試験（教養試験・専門試験）＝9月16日∂、2次試験以降は
別途通知。建築技術は教養試験のみ。
◆勤務条件 A初任給＝大学新卒は約200,700円から、2年制短大新卒は
約173,300円から（いずれも地域手当を含む。そのほか各種手当、職務経
験年数加算あり）。B勤務時間など＝午前8時30分～午後5時15分。完全
週休2日制（土・日曜日）。勤務時間、休日は配置先により異なります。
◆募集要項と受験申込書 職員課（市役所３階）、市政窓口で配布。市の
ホームページからも入手できます。
8月6日∑～22日π（消印有効）に受験申込書と履歴書に必要事項を自

筆し、縦4×横3cmの写真（3カ月以内に撮影したもの）を添付、返信用
50円切手を同封し配達記録郵便で「〒181-8555三鷹市役所職員課」へ。
東京電子自治体が共同運営している電子申請サービス http://
www.e-tokyo.lg.jp/からも申し込めます。詳細を必ず募集要項でご確認
ください。
職員課@内線2233問�

HP

申�

三鷹市職員を募集します若干名

※手当によって、所得制限などの支給要件があります。


